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長
野
地
方
本
部
の
代
議
員
か
ら
は
「
18
春
闘
に
お
い

て
発
生
し
た
大
量
脱
退
の
現
実
は
労
働
組
合
の
あ
り
方

を
問
わ
れ
る
も
の
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
不
当
労
働
行

為
の
実
態
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
理
由
を
作
っ
た

の
は
組
合
だ
と
い
う
こ
と
、
17
春
闘
ま
で
積
み
上
げ
て

き
た
議
論
を
踏
襲
す
る
こ
と
な
く
打
ち
出
さ
れ
た
18
春

闘
の
方
針
、
そ
れ
を
一
方
提
起
し
て
き
た
役
員
主
導
の

ス
タ
イ
ル
等
、
根
底
が
変
わ
ら
な
い
限
り
東
労
組
の
復

活
は
あ
り
得
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
現
場
の

声
に
耳
を
傾
け
、
弱
さ
を
さ
ら
け
出
し
本
音
で
言
い
合

え
る
組
織
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
発
言
が
あ

り
ま
し
た
。

　
大
宮
地
方
本
部
の
代
議
員
か
ら
は
「
職
場
で
は
会
社

か
ら
の
不
当
労
働
行
為
を
始
め
、
強
制
転
勤
、
利
益
誘

導
、
不
当
な
職
場
規
制
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
大

宮
で
の
た
た
か
い
の
教
訓
は
、
職
場
の
仲
間
の
実
践
で

す
。
職
場
で
は
、
２
月
以
降
、
組
合
員
を
脱
退
さ
せ
る

た
め
に
管
理
者
か
ら
執
拗
な
圧
力
が
毎
日
か
け
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
そ
の
相
談
を
受
け
た
分
会
長
は
、「
外
へ

訴
え
て
も
解
決
す
る
の
は
何
ヶ
月
や
何
年
も
先
に
な

る
。
組
合
員
が
求
め
て
い
る
の
は
今
日
、
明
日
の
こ
と

な
ん
だ
。
だ
か
ら
、
自
分
が
今
、
実
践
し
な
け
れ
ば
組

合
員
は
守
れ
な
い
」
と
そ
の
場
で
す
ぐ
に
現
場
長
に
向

か
い
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
組
合
員
を
守
っ

て
き
て
い
ま
す
。
こ
の
教
訓
は
、
職
場
か
ら
の
た
た
か

い
を
強
め
る
こ
と
で
し
か
、
そ
こ
に
い
る
組
合
員
は
守

れ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
と
考
え
ま
す
。
」
と
発
言
が
あ

り
ま
し
た
。

　
中
央
本
部
は
、「
現
場
か
ら
具
体
的
に
現
れ
た
事
象

を
正
確
に
把
握
し
て
、
苦
し
い
で
す
が
組
合
員
に
立
ち

向
か
っ
て
、
直
ち
に
役
員
が
具
体
論
に
お
い
て
現
場
長

に
抗
議
し
、
不
当
労
働
行
為
を
止
め
る
た
た
か
い
を
組

合
員
と
共
に
創
り
だ
し
て
い
き
た
い
」
と
答
弁
を
行

い
、
方
針
が
採
択
さ
れ
ま
し
た
。

３
、職
場
の
た
た
か
い
に
基
づ
い
た
方
針
の
確
立

　
Ｊ
Ｒ
東
労
組
は
、
代
議
員
の
発
言
を
受
け
止
め
、
現

在
の
組
織
実
態
と
労
使
関
係
を
直
視
し
、
18
春
闘
は

「
大
敗
北
」
で
あ
る
と
総
括
を
行
い
、
労
使
の
信
頼
関

係
を
自
ら
が
壊
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
立
場
に
立
ち
、

正
常
な
労
使
関
係
の
構
築
に
向
け
奮
闘
し
て
い
く
新
執

行
体
制
を
第
36
回
定
期
大
会
で
確
立
し
て
き
ま
し
た
。

そ
の
上
で
、
今
も
各
地
で
不
当
労
働
行
為
と
思
わ
れ
る

事
象
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
全
地
本
書
記
長
・

組
織
部
長
・
業
務
部
長
会
議
（
２
０
１
８
年
８
月
２

日
）
で
、
次
の
よ
う
に
、
当
面
す
る
不
当
労
働
行
為
を

許
さ
な
い
た
た
か
い
を
提
起
し
ま
し
た
。

○
職
場
の
た
た
か
い

①
業
務
・
組
織
課
題
な
ど
職
場
の
た
た
か
い
を
基
礎

に
、
不
当
労
働
行
為
を
跳
ね
返
す
こ
と
が
で
き
る
よ

う
組
織
・
組
合
員
を
強
化
す
る
。

②
不
当
労
働
行
為
が
発
生
し
た
場
合

・
組
合
員
と
共
に
職
場
役
員
が
す
ぐ
に
職
場
で
抗
議
を

す
る
。

○
地
本
の
た
た
か
い

　
そ
れ
で
も
不
当
労
働
行
為
が
や
ま
な
い
場
合

　
・
組
合
員
が
立
つ
の
が
前
提

　
・
地
本
が
不
当
労
働
行
為
の
「
日
時
」「
場
所
」「
属

人
名
」「
内
容
」
を
支
社
に
伝
え
、
即
刻
や
め
る

よ
う
に
抗
議
す
る
。

　
・
支
社
と
の
議
論
が
成
立
し
な
い
場
合
、
団
体
交
渉

で
「
日
時
」「
場
所
」「
属
人
名
」「
内
容
」
を
明

確
に
出
し
て
や
め
る
よ
う
に
迫
る
。

○
本
部
の
た
た
か
い

　
そ
れ
で
も
不
当
労
働
行
為
が
や
ま
な
い
場
合
、
各
地

方
の
抗
議
状
況
、
団
体
交
渉
開
催
状
況
を
見
極
め
た

上
で
、

　
・
本
部
が
不
当
労
働
行
為
の
「
日
時
」「
場
所
」「
属

人
名
」「
内
容
」
を
本
社
に
伝
え
、
即
刻
や
め
る

よ
う
に
抗
議
す
る
。

　
・
本
社
と
の
議
論
が
成
立
し
な
い
場
合
、
団
体
交
渉

で
「
日
時
」「
場
所
」「
属
人
名
」「
内
容
」
を
明

確
に
出
し
て
や
め
る
よ
う
に
迫
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
現
在
ま
で
続
く
不
当
労
働
行
為

に
は
職
場
か
ら
た
た
か
う
と
い
う
方
針
が
確
立
さ
れ
ま

し
た
。

Ⅱ　

不
当
労
働
行
為
撲
滅
に
向
け
た

�

地
方
本
部
の
具
体
的
な
た
た
か
い

１
、「
管
理
者
の
皆
さ
ん
へ
」を
引
き
出
し
た

�

大
宮
地
方
本
部
の
具
体
的
な
た
た
か
い

　
Ｊ
Ｒ
東
労
組
は
確
立
し
た
方
針
の
基
、
具
体
的
な
た
た
か
い
を
創
り
出
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
た
た

か
い
の
中
か
ら
大
宮
・
秋
田
地
方
本
部
の
た
た
か
い
を
紹
介
し
ま
す
。
２
０
１
８
年
10
月
11
日
、
大
宮

地
本
は
大
地
申
１
号
交
渉
を
行
い
ま
し
た
。
交
渉
で
は
、
職
場
で
不
当
労
働
行
為
と
思
わ
れ
る
事
象
が

多
く
発
生
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
具
体
的
な
事
象
に
つ
い
て
提
起
し
ま
し
た
。
会
社
に
指
摘
を
し

た
事
象
よ
り
、
２
点
に
つ
い
て
実
際
の
団
体
交
渉
を
紹
介
し
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
大
宮
地
方
本
部

は
、
職
場
で
発
生
し
た
不
当
労
働

行
為
に
対
し
、
現
実
を
正
確
に
把

握
し
、
不
当
労
働
行
為
を
受
け
た

本
人
が
起
ち
上
が
り
、
職
場
で
分

会
が
組
合
員
と
共
に
連
日
抗
議
を

行
い
、
団
体
交
渉
を
行
う
こ
と
に

よ
っ
て
不
当
労
働
行
為
を
止
め
て

き
ま
し
た
。

　
こ
の
交
渉
の
１
週
間
後
「
管
理

者
の
皆
さ
ん
へ
」
と
い
う
文
書
が

会
社
か
ら
発
出
さ
れ
ま
し
た
。

〇脱退強要の経緯（発生日：2018年８月15日）大宮運転区・組合員の声

13時過ぎから区長と副区長に呼ばれ１時間にわたり組合脱退の話しをされました。

内容は、未来の会社と社員のために脱退するべき／助役のあなたが抜けてないか

ら、抜けたい人も辞めづらい／組合は嘘ばかりで、これからも変わらない／管理一

体と言うが、社員から見ればなってないと見られている。（管理者が脱退していな

い為）／組合は会社をダメにする／東労組は、報道で未だにカクマルと関係があり

危ない組織、上が変わってもストライキをやる／地方の意見の違いなどがありバラ

バラ／書かれている本人だからわかるが組合の掲示は嘘ばかり。

組合）大宮運転区では、区長と副区長が助役に対し、脱退の話が執拗に繰り返し行

われている。調査し、二度とないようにして頂きたい。

会社）大宮運転区の事象について、前提として不当労働行為はあってはならないこ

と。ある程度の実態把握している。不当労働行為の認識はないが、誤解招く

のであれば、ないように様々な会議の場で指導してきている。

組合）職場の責任者がやっている。添乗や飲み会や様々な場で脱退強要や慫慂をや

っている。やられた組合員は不安になって、報告が来る。指導していても現

実変わっていない。支社として把握して指導するべき。

会社）現場で不安の声などコミュニケーションで応じている部分ある。不当労働行

為の認識はないが、言葉の端々で不当労働行為と捉えられないよう教育を引

き続きやっていく。

組合）大宮運転区現場長は、「組合はうそをつく」「組合は会社をダメにする」と言

っている。

会社）個別のやり取りがある中だが、区長の立場としての発言であれば、不当労働

行為と捉えかねない事象で、あってはならいこと。今後も個別の相談などあ

ると思うので言動について注意するよう伝えていく。

〇脱退強要の経緯（発生日：2018年８月21日）さいたま運転区・組合員の声

　助役より勤務中に（退勤点呼前）訓練室で話があると誘われる。平場では話せない内容とのこと

で、訓練室で話すことになった。話の内容は支社運輸部主催の「列車創造プログラム」の選定につ

いてであったが、下記のやり取りが行われた。

助役「運輸部○○課長から聞かれたのは業務態度や職場での雰囲気。そして組合に入っているか、

いないかも聞かれた。」

組合員「試験、研修でも組合への加入の有無が合否に関わるのか？」

助役「いや、そういうのもある。必ず聞かれる。でも今回はお前が選ばれた。これでさいたま運転

区を出るときは・・・分かっているよな。考えろよ。これ以上言わないけど。」

上記のやり取りにより、組合員は不安と恐怖心を感じている。

また、同じ助役より他の組合員も「組合いつ辞めるのか？」と脱退強要が行われた。

組合）この事象に対してどう考えているのか？

会社）不当労働行為はあってはならないこと。不当労働行為の認識はないが、把握し実態はつかん

でいる。誤解を招くようならば誤解のないようにするべき。実際に現場に入って話してきた

が、本人に認識はないとのこと。しかし、こういったことは不当労働行為と捉えかねられな

いので、繰り返し伝えていく。

組合）実態を把握して、指導してきたという事か？

会社）指導というか、不当労働行為という認識はない。コミュニケーションがうまくいっていない

ようであればしっかりお話をしていくべきかと思っている。

組合）研修のプログラムの関係で、運輸部課長より組合の加入の有無について聞かれている。この

ことも職場で助役から話されている。組合加入で参加できるかどうかも変わってくると助役

から話される。支社は試験や研修に組合加入の有無は影響ないというものの、現場の実態と

は合っていない。この乖離を指導していかなくてはならない。現場長会議でも周知すると言

っているので具体的にこの部分を周知するべき。

会社）団体交渉で提起があった内容は職場に返していく。周知していく。
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大
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連
日
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場
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大
き
な
一
歩
を
勝
ち
取
る
！

大
き
な
一
歩
を
勝
ち
取
る
！
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